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「2040年に向けたサービス
提供体制等のあり方」検討会

とりまとめ（概要）
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介護保険事業（支援）計画
の概要
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第10期介護保険事業計画の
作成に向けたスケジュール
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参考
（介護保険制度の見直し

に関する意見）
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参考
（基本指針について）
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（市町村介護保険事業計画）
第１１７条 市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保険
事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画（以下「市町村介護保険事業計画」とい
う。）を定めるものとする。
２ 市町村介護保険事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

（中略）
三 被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防
又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化
に関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項
四 前号に掲げる事項の目標に関する事項

（中略）
５ 市町村は、第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域ごとにおける被保険
者の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、第百
十八条の二第一項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況
に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果を勘案して、市町村介護
保険事業計画を作成するよう努めるものとする。

（中略）
７ 市町村は、第二項第三号に規定する施策の実施状況及び同項第四号に規定する目
標の達成状況に関する調査及び分析を行い、市町村介護保険事業計画の実績に関す
る評価を行うものとする。
８ 市町村は、前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに、これを都道府県知事に
報告するものとする。

（後略）

＜参考＞
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（都道府県介護保険事業支援計画）
第１１８条 都道府県は、基本指針に即して、三年を一期とする介護保険事業に係る保険
給付の円滑な実施の支援に関する計画（以下「都道府県介護保険事業支援計画」とい
う。）を定めるものとする。
２ 都道府県介護保険事業支援計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

（中略）
二 都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、
要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護
給付等に要する費用の適正化に関する取組への支援に関し、都道府県が取り組むべき
施策に関する事項
三 前号に掲げる事項の目標に関する事項

（中略）
５ 都道府県は、次条第一項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実
施の状況に関する情報を分析した上で、当該分析の結果を勘案して、都道府県介護保
険事業支援計画を作成するよう努めるものとする。

（中略）
７ 都道府県は、第二項第二号に規定する施策の実施状況及び同項第三号に規定する
目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、都道府県介護保険事業支援計画の実
績に関する評価を行うものとする。
８ 都道府県は、前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに、当該結果及び都道府
県内の市町村の前条第七項の評価の結果を厚生労働大臣に報告するものとする。

（後略）

＜参考＞
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